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細菌を
“つけない”
「清潔」

“ふやさない”
「迅速または冷却」

“やっつける”
「加熱」

細菌性食中毒予防三原則

総 件 数
総患者数

（昨年同期）
総 件 数
総患者数

11 件
63 名

18 件
103 名

東食協ホームページ　 http://www.toshoku.or.jp

を
指
導
し
ま
し
た
。

　

近
年
、
食
中
毒
が
相
次
い
で
い
る
鶏

肉
等
の
生
又
は
加
熱
不
十
分
な
調
理
で

の
提
供
に
つ
い
て
、
飲
食
店
等
延
べ

四
千
五
百
二
十
七
軒
に
対
し
て
監
視
指

導
と
検
査
を
行
い
ま
し
た
。そ
の
結
果
、

法
で
生
食
等
で
の
提
供
が
禁
止
さ
れ
て

い
る
牛
レ
バ
ー
や
豚
レ
バ
ー
を
提
供
し

て
い
た
飲
食
店
二
軒
に
対
し
て
、
提
供

中
止
を
指
導
し
ま
し
た
。
ま
た
、
鶏
タ

タ
キ
等
か
ら
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
や
サ

ル
モ
ネ
ラ
を
検
出
し
た
た
め
、
十
分
に

加
熱
す
る
よ
う
指
導
し
ま
し
た
。

　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　

＊

　

上
記
の
一
斉
監
視
事
業
の
実
施
結
果

に
つ
い
て
は
、
事
業
実
施
後
に
取
り
ま

と
め
、
食
品
衛
生
関
係
事
業
報
告
に
お

い
て
公
表
を
行
う
予
定
で
す
。

　

平
成
三
十
年
六
月
に
公
布
さ
れ
た
改

正
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
政
省
令
が
、

令
和
元
年
十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て

公
布
さ
れ
る
と
と
も
に
、
関
係
通
知
が

発
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

主
な
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
H
A
C
C
P
制
度
化
に
つ
い
て

　

H
A
C
C
P
義
務
化
の
根
拠
と
な

る
「
公
衆
衛
生
上
講
ず
べ
き
措
置
の
基

準
」
が
省
令
に
規
定
さ
れ
、
原
則
的
に

全
て
の
食
品
事
業
者
が
H
A
C
C
P

に
沿
っ
た
食
品
衛
生
管
理
を
行
う
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

　

但
し
、
飲
食
店
営
業
や
従
業
員
五
十

名
以
下
の
小
規
模
事
業
者
等
は
コ
ー

デ
ッ
ク
ス
の
「
H
A
C
C
P
の
原
則

に
基
づ
く
衛
生
管
理
」
で
は
な
く
、
業

界
団
体
が
作
成
し
厚
労
省
が
確
認
し
た

手
引
書
を
参
考
に
「
H
A
C
C
P
の

考
え
方
を
取
り
入
れ
た
衛
生
管
理
」
を

行
う
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

■
営
業
許
可
等
に
つ
い
て

　

従
来
の
三
十
四
業
種
が
、
三
十
二
業

種
に
整
理
さ
れ
る
と
と
も
に
、
単
一
許

可
で
の
取
り
扱
い
が
可
能
な
食
品
の
範

囲
拡
大
や
、
容
器
包
装
に
入
れ
ら
れ
た

食
肉
や
魚
介
類
の
販
売
業
等
に
つ
い
て

の
届
出
制
度
が
新
設
さ
れ
、
こ
れ
ま
で

の
よ
う
に
一
施
設
で
取
扱
い
食
品
に
合

わ
せ
て
複
数
の
許
可
を
取
る
の
で
は
な

く
「
一
施
設
、
一
許
可
」
を
原
則
と
し

て
運
用
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

許
可
の
要
件
と
な
る
施
設
基
準
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
各
自
治

体
が
条
例
に
よ
り
定
め
る
こ
と
と
な
り

ま
す
が
、
省
令
に
よ
り
自
治
体
が
参
酌

す
べ
き
基
準
が
示
さ
れ
ま
し
た
。今
後
、

こ
の
基
準
を
参
考
に
、
各
自
治
体
が
具

体
的
な
施
設
基
準
を
定
め
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

■
施
行
期
日
等
に
つ
い
て

　
「
H
A
C
C
P
の
制
度
化
」
に
つ
い

て
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
施
行
で
す

が
、
一
年
間
の
経
過
措
置
に
よ
り
、
令

和
三
年
六
月
一
日
ま
で
は
現
行
基
準
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

　
「
営
業
許
可
に
つ
い
て
は
」、
令
和
三

年
六
月
一
日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。
そ
れ

以
降
は
新
た
な
施
設
基
準
が
適
用
さ
れ

る
た
め
、
新
た
な
営
業
許
可
を
取
得
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
時
点
で

現
行
の
許
可
を
有
す
る
者
は
そ
の
許
可

期
限
が
終
了
す
る
ま
で
営
業
で
き
る
等

の
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す

　

今
後
、東
京
都
を
含
む
各
自
治
体
が
、

公
布
さ
れ
た
政
省
令
を
踏
ま
え
、
必
要

な
条
例
改
正
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま

す
。

　

詳
細
は
厚
生
労
働
省
H
P
「
食
品

衛
生
法
の
改
正
に
つ
い
て
」https://

www.m
hlw.go.jp/stf/seisakunits

uite/bunya/0000197196.html

を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

施
設
千
百
九
十
九
軒
に
立
ち
入
り
、
衛

生
管
理
の
状
況
等
を
確
認
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
三
十
九
軒
に
対
し
て
、
適

切
な
手
洗
い
の
徹
底
、
記
録
の
実
施
等

に
つ
い
て
指
導
し
ま
し
た
。（
表
２
）

◉
ク
リ
ス
マ
ス
、
年
末
年
始
用
食
品
等

の
検
査

　

短
期
間
に
大
量
に
製
造
さ
れ
流
通
す

る
ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
、
正
月
用
そ
う

ざ
い
等
の
年
末
年
始
用
食
品
を
中
心
に

検
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

表
示
に
記
載
の
な
い
添
加
物
を
検
出
し

た
煮
豆
等
、
三
検
体
の
法
違
反
品
を
発

見
し
ま
し
た
。
違
反
品
に
つ
い
て
は
、

製
造
者
を
所
管
す
る
自
治
体
へ
通
報
等

を
行
い
ま
し
た
。（
表
３
）

◉
東
京
2
0
2
0
大
会
に
向
け
た

監
視
指
導

　

東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

　

重
点
監
視
指
導
の
結
果

　

今
冬
の
食
品
衛
生
一
斉
監
視
で
は
、

下
記
の
項
目
に
つ
い
て
重
点
的
に
監
視

指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◉
老
人
ホ
ー
ム
等
の
集
団
給
食
施
設
に

対
す
る
監
視
指
導
（
O
１
５
７
、
ノ
ロ

ウ
イ
ル
ス
対
策
）

　

腸
管
出
血
性
大
腸
菌
O
1
5
7
及

び
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
を
防

止
す
る
た
め
、
高
齢
者
施
設
等
の
給
食

　

実
施
結
果
の
概
要

　

こ
の
期
間
、
食
品
関
係
営
業
施
設
延

べ
五
万
九
千
六
百
九
十
八
軒
に
対
し
て

立
入
検
査
を
行
い
、
食
品
の
衛
生
的
な

取
扱
い
な
ど
の
指
導
を
実
施
し
ま
し

た
。
ま
た
、
三
千
六
十
四
検
体
の
食
品

に
つ
い
て
検
査
を
実
施
し
た
結
果
、
表

示
に
記
載
の
な
い
添
加
物
を
検
出
し
た

煮
豆
等
、
三
検
体
の
法
違
反
品
を
発
見

し
、必
要
な
措
置
を
行
い
ま
し
た
。（
表

１
）

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
備
え
、
宿

泊
施
設
や
飲
食
店
等
延
べ
一
万
三
千
四

百
五
十
六
軒
に
立
ち
入
り
、
衛
生
管
理

の
確
認
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

五
百
四
十
五
軒
に
対
し
て
、
施
設
内
の

整
理
整
頓
や
清
掃
の
徹
底
等
に
つ
い
て

指
導
し
ま
し
た
。（
表
４
）

◉
H
A
C
C
P
の
取
組
支
援

　

食
品
衛
生
法
改
正
に
よ
り
食
品
等
事

業
者
に
制
度
化
さ
れ
た
、
H
A
C
C
P

に
沿
っ
た
衛
生
管
理
の
導
入
に
向
け

て
、
食
品
等
事
業
者
六
千
百
四
十
四
軒

に
立
ち
入
り
、衛
生
管
理
計
画
の
作
成
、

記
録
の
実
施
等
に
つ
い
て
指
導
し
ま
し

た
。

◉
そ
の
他

　

期
限
表
示
や
ア
レ
ル
ゲ
ン
表
示
等
を

中
心
に
、
十
三
万
四
百
七
十
四
品
目
の

食
品
に
対
し
食
品
表
示
法
に
基
づ
く
表

示
監
視
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

三
百
六
品
目
の
食
品
に
対
し
表
示
改
善

今
冬
の
食
品
衛
生
一
斉
監
視
実
施
結
果

５
万
９
６
９
８
軒
に
立
ち
入
り
、３
０
６
４
食
品
を
検
査

　

ク
リ
ス
マ
ス
、
年
末
年
始
、
贈
答
用
の
様
々
な
食
品
が
大
量
に
流

通
し
、ま
た
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
が
多
発
す
る
歳
末
期
に
お
い
て
、

食
中
毒
の
発
生
を
未
然
に
防
止
し
、
食
品
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た

め
、
都
及
び
特
別
区
・
八
王
子
市
・
町
田
市
は
、
十
二
月
一
日
か
ら

三
十
日
ま
で
、
食
品
関
係
事
業
者
等
に
対
す
る
歳
末
の
食
品
衛
生
一

斉
監
視
を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
た
び
、
十
二
月
十
五
日
ま
で
の
実

施
結
果
に
つ
い
て
、
速
報
値
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

12月１日〜 15 日 
中間報告

改
正
食
品
衛
生
法
政
省
令
が

公
布
さ
れ
ま
し
た

表１　立入監視指導結果（総括表）

表４　東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた監視指導結果

表２　老人ホーム等の集団給食施設に対する監視指導（O157、ノロウイルス対策）結果
立入検査実施状況 収去検査実施状況

立
入
延
軒
数

行
政
措
置
実
施
軒
数

（内訳）

法
違
反
検
体
数

行
政
措
置
実
施
件
数
（
※
）

行政指導

不
利
益
処
分

総
検
査
検
体
数
　

口
頭
注
意

指
導
文
書
交
付

（
衛
生
指
導
注
意
票
含
む
）

改
善
報
告
書
徴
取
等

合　計 1,199 39 39 39 0 0 0 101 0 

高齢者施設 265 23 23 23 0 0 0 4 0

上記以外の給食施設 934 16 16 16 0 0 0 97 0 
※１軒に対して複数件の行政措置を行う場合があるため、「行政措置実施軒数」とは一致しない。

立入検査実施状況 収去検査実施状況

立
入
延
軒
数

行
政
措
置
実
施
軒
数

（内訳）

法
違
反
検
体
数

行
政
措
置
実
施
件
数
（
※
）

行政指導

不
利
益
処
分

総
検
査
検
体
数
　

口
頭
注
意

指
導
文
書
交
付

（
衛
生
指
導
注
意
票
含
む
）

改
善
報
告
書
徴
取
等

合　計 59,698 1,134 1,191 1,171 5 15 0 3,064 3

製造・処理施設 5,008 84 91 78 4 9 0 1,250 1

販売施設 38,473 496 543 540 0 3 0 1,140 2

調理施設 15,878 540 543 539 1 3 0 536 0 

その他 339 14 14 14 0 0 0 138 0
※１軒に対して複数件の行政措置を行う場合があるため、「行政措置実施軒数」とは一致しない。

立入検査実施状況 収去検査実施状況

立
入
延
軒
数

行
政
措
置
実
施
軒
数

（内訳）

法
違
反
検
体
数

行
政
措
置
実
施
件
数
（
※
）

行政指導

不
利
益
処
分

総
検
査
検
体
数
　

口
頭
注
意

指
導
文
書
交
付

（
衛
生
指
導
注
意
票
含
む
）

改
善
報
告
書
徴
取
等

飲食提供施設 13,456 545 546 540 1 5 0 1,001 2

宿泊施設（再掲） 200 8 8 8 0 0 0 43 0

※１軒に対して複数件の行政措置を行う場合があるため、「行政措置実施軒数」とは一致しない。

総
検
査
品
目
数

総
検
査
項
目
数

（内訳）

法違反 細菌検査 化学検査

検体数 違反率 項目数
違反
項目数

項目数
違反
項目数

合　計 3,064 3 0.10% 32,839 13,294 1 19,545 2

国産品 2,748 3 0.11% 27,201 12,707 1 14,494 2

輸入品 316 0 0% 5,638 587 0 5,051 0

表３  クリスマス、年末年始用食品等の検査結果
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原
因
施
設
別
発
生
状
況
（
図
４
）

　

原
因
施
設
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
飲
食
店

（
一
般
）
で
九
十
一
件
（
七
十
六
％
）、
飲
食

店
（
す
し
）
七
件
、
飲
食
店
（
仕
出
し
）、

飲
食
店
（
旅
館
・
ホ
テ
ル
）
各
一
件
、
集
団

給
食
（
要
許
可
）
一
件
、
魚
介
類
販
売
業
六

件
な
ど
で
し
た
。

　

食
中
毒
を
防
止
す
る
た
め
に

　

細
菌
性
や
ウ
イ
ル
ス
性
の
食
中
毒
を
予
防

す
る
た
め
に
は
、
食
中
毒
予
防
の
三
原
則
を

理
解
し
、
実
行
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

営
業
者
や
食
品
衛
生
責
任
者
だ
け
で
な

く
、
お
店
や
施
設
の
す
べ
て
の
従
事
者
が
、

食
品
に
細
菌
を
①
つ
け
な
い
（
手
洗
い
の
実

施
な
ど
）、
②
増
や
さ
な
い
（
温
度
管
理
、

時
間
管
理
）、③
や
っ
つ
け
る（
加
熱
、殺
菌
）、

を
徹
底
で
き
て
い
ま
す
か
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
三
原
則
に
加
え
て
ノ
ロ
ウ

イ
ル
ス
対
策
と
し
て
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
調

理
場
に
④
も
ち
こ
ま
な
い(

感
染
者
は
従
事

し
な
い
な
ど)

、
⑤
ひ
ろ
げ
な
い
（
ト
イ
レ

等
を
介
し
た
感
染
防
止
）、
を
加
え
て
、
よ

り
一
層
の
食
中
毒
防
止
対
策
に
努
め
て
く
だ

さ
い
。

　

さ
ら
に
、
近
年
増
加
傾
向
の
ア
ニ
サ
キ
ス

食
中
毒
の
予
防
は
、
①
新
鮮
な
状
態
で
内
臓

を
速
や
か
に
処
理
し
、
腹
側
の
筋
肉
も
大
き

く
取
り
除
く
、
②
よ
く
見
て
虫
体
を
取
り
除

く
、
特
に
③
中
心
部
ま
で
マ
イ
ナ
ス
二
十
度

で
二
十
四
時
間
以
上
の
凍
結
が
効
果
的
で
す
。

ロ
ウ
イ
ル
ス
の
事
例
が
少
な
か
っ
た
こ
と
に

よ
る
も
の
で
す
。

　

月
別
の
発
生
状
況
（
図
２
・
３
）

　

月
別
の
発
生
件
数
は
三
月
の
十
六
件
が
最

多
で
、
次
い
で
二
月
、
七
月
、
十
月
、
十
二

月
が
（
十
一
件
）
と
な
り
、
五
、八
、九
月
が

七
件
で
最
少
と
な
り
ま
し
た
。

　

患
者
数
は
、
三
月
の
百
五
十
四
名
が
最
多

で
、最
小
は
五
月
の
二
十
名
と
な
り
ま
し
た
。

冬
期
は
一
般
的
に
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
期

で
す
が
、
令
和
元
年
は
一
年
を
通
し
て
大
き

な
流
行
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

発
生
件
数
の
多
か
っ
た
三
月
は
、
ア
ニ
サ

キ
ス
に
よ
る
食
中
毒
が
半
数
を
占
め
ま
し

た
。

　

病
因
物
質
別
発
生
状
況
（
表
１
）

　

令
和
元
年
の
病
因
物
質
別
発
生
件
数
と
前

年
比
を
表
１
に
示
し
ま
し
た
。　

　

令
和
元
年
は
、
寄
生
虫
ア
ニ
サ
キ
ス
に
よ

る
事
件
が
五
十
件
（
四
十
二
％
）
と
最
も
多

く
、
次
い
で
細
菌
の
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
に

よ
る
も
の
が
三
十
六
件
（
三
十
％
）、
ノ
ロ

ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
も
の
が
十
四
件（
十
二
％
）

で
、
こ
れ
ら
三
つ
の
病
因
物
質
で
、
全
体
の

　

概
況

　

令
和
元
年
の
東
京
都
に
お
け
る
食
中
毒
の

発
生
状
況
の
主
な
特
徴
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

　

① 

事
件
数
、
患
者
数
と
も
、
過
去
十
年

間
の
平
均
値
よ
り
減
少
し
、
特
に
患
者
数
は

昭
和
二
十
四
年
の
都
内
統
計
開
始
以
来
最
少

と
な
り
ま
し
た
。

　

②
病
因
物
質
別
で
は
、
ア
ニ
サ
キ
ス
に
よ

る
も
の
が
最
も
多
く
発
生
し
ま
し
た
。

　

③
原
因
施
設
別
で
は
、
一
般
飲
食
店
に
お

け
る
も
の
が
最
も
多
く
発
生
し
ま
し
た
。

  

食
中
毒
発
生
件
数
及
び
患
者
数
（
図
１
）

　

令
和
元
年
の
東
京
都
に
お
け
る
食
中
毒

事
件
は
、
発
生
件
数
百
十
九
件
、
患
者
数

八
百
六
十
五
名
（
速
報
値
）
で
し
た
。
発

生
件
数
で
は
昨
年
（
百
八
十
五
件
）
に
比

べ
て
六
十
六
件
減
少
し
、
患
者
数
は
昨
年

（
千
九
百
十
七
名
）
に
比
べ
て
千
五
十
二
名

の
大
幅
な
減
少
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
昨
年
の
食
中
毒
発
生
件
数
が
少
な

か
っ
た
こ
と
に
合
わ
せ
、
ア
ニ
サ
キ
ス
や
カ

ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
の
よ
う
に
小
規
模
な
食
中

毒
が
多
く
、
患
者
数
の
多
く
な
り
が
ち
な
ノ

令
和
元
年 

東
京
都
の
食
中
毒
発
生
状
況
〈
速
報
〉

寄
生
虫
の
ア
ニ
サ
キ
ス
が
ト
ッ
プ

寄
生
虫
の
ア
ニ
サ
キ
ス
が
ト
ッ
プ

八
十
四
％
を
占
め
ま
し
た
。

　

ア
ニ
サ
キ
ス
に
よ
る
食
中
毒
の
発
生
件
数

は
昨
年
の
大
発
生
に
比
べ
て
二
十
七
件
減
少

し
、
こ
こ
数
年
の
水
準
に
戻
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
に
よ
る
食
中

毒
発
生
件
数
は
昨
年
に
比
べ
て
五
件
減
少
し

ま
し
た
が
。
高
止
ま
り
の
状
況
で
す
。

◎
細
菌
性
食
中
毒

　

細
菌
性
食
中
毒
は
事
件
数
が
五
十
件

（
四
十
二
％
）、
患
者
数
は
四
百
五
十
八
名

（
五
十
三
％
）
で
し
た
。
細
菌
性
食
中
毒
で

最
も
多
か
っ
た
の
は
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー

（
三
十
六
件
）
で
し
た
。

　

カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
食
中
毒
は
一
年
を
通

じ
て
発
生
し
ま
し
た
。
多
か
っ
た
の
は
六
月

（
五
件
）、
三
月
、
七
月
、
九
月
、
十
月
（
四

件
）、
で
し
た
。（
図
３
）

　

こ
れ
ら
の
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
食
中
毒
の

多
く
に
鶏
肉
を
含
む
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
り
ま
し

た
。
ま
た
、
半
数
の
事
例
で
は
、
鳥
刺
し
や

鳥
わ
さ
、
た
た
き
な
ど
の
生
ま
た
は
生
に
近

い
鶏
肉
メ
ニ
ュ
ー
が
提
供
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
他
の
事
例
で
は
、
加
熱
不
十
分
な

鶏
肉
や
レ
バ
ー
の
提
供
、
低
温
調
理
※
の
鶏

肉
や
牛
レ
バ
ー
の
提
供
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

※
低
温
調
理
と
は
、
明
確
な
定
義
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
中
心
温
度
七
十
五
度
で
一
分
以
上

の
加
熱
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
低
温
の
環
境

で
湯
せ
ん
な
ど
に
よ
り
時
間
を
か
け
て
加
熱

す
る
調
理
方
法
で
、
家
庭
を
含
め
一
部
で
流

行
し
て
い
ま
す
。

　

カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
食
中
毒
の
予
防
に

は
、
特
に
鶏
肉
の
生
ま
た
は
加
熱
不
十
分
で

の
提
供
は
厳
禁
で
す
。
中
心
部
ま
で
し
っ
か

り
加
熱
し
ま
し
ょ
う
。

　

細
菌
性
食
中
毒
の
中
で
次
い
で
多
か
っ
た

の
は
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
に
よ
る
食
中
毒

で
、
五
件
、
二
十
四
名
の
患
者
発
生
と
な
り

ま
し
た
。
い
ず
れ
も
メ
ニ
ュ
ー
に
牛
肉
が
あ

り
、
加
熱
不
十
分
な
状
態
で
の
喫
食
ま
た
は

調
理
場
内
で
の
二
次
汚
染
に
よ
り
発
生
し
た

と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ウ
エ
ル
シ
ュ
菌
の
食
中
毒
は
三
件
、

百
九
十
六
名
の
患
者
発
生
が
あ
り
ま
し
た
。

食
品
の
作
り
置
き
や
前
日
調
理
、
仕
込
み
段

階
で
の
常
温
放
置
等
に
よ
り
、
ウ
エ
ル
シ
ュ

菌
が
増
殖
し
た
と
想
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
他
、
サ
ル
モ
ネ
ラ
二
件
、
黄
色
ブ
ド

ウ
球
菌
、
セ
レ
ウ
ス
菌
、
サ
ル
モ
ネ
ラ
と
カ

ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
の
混
合
汚
染
、
腸
管
出
血

性
大
腸
菌
と
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
の
混
合
汚

染
が
各
々
一
件
で
し
た
。

◎
ウ
イ
ル
ス
性
食
中
毒

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
は
、
十
四

件
発
生
し
、
患
者
数
が
二
百
六
十
六
名
で
し

た
。
発
生
件
数
は
三
位
だ
っ
た
も
の
の
患
者

数
で
は
一
位
で
し
た
。

　

月
別
発
生
状
況
は
、
一
般
的
な
流
行
期
で

あ
る
一
月
か
ら
四
月
ま
で
の
四
か
月
間
で
九

件
、
十
月
か
ら
十
二
月
に
は
五
件
発
生
し
ま

し
た
。（
図
３
）全
体
的
に
流
行
は
小
さ
か
っ

た
と
い
え
ま
す
。

　

一
方
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒

十
四
件
の
う
ち
、
喫
食
メ
ニ
ュ
ー
に
カ
キ
が

含
ま
れ
て
い
た
事
例
は
二
件
で
し
た
。
そ
の

他
の
事
例
は
感
染
し
て
い
た
調
理
従
事
者
か

ら
の
二
次
汚
染
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
の
予
防
法
は
、
①

従
事
者
本
人
と
そ
の
家
族
の
健
康
管
理
、
②

適
切
な
手
洗
い
の
励
行
、
③
調
理
器
具
等
の

熱
湯
や
塩
素
剤
を
用
い
た
消
毒
、
④
カ
キ
な

ど
の
二
枚
貝
の
十
分
な
加
熱
、
⑤
お
う
吐
、

下
痢
等
の
症
状
が
あ
る
場
合
に
は
、
直
接
食

品
に
触
れ
る
作
業
に
は
従
事
し
な
い
こ
と

（
可
能
な
限
り
出
勤
し
な
い
こ
と
が
望
ま
し

い
）
で
す
。
今
一
度
、
従
業
員
全
員
が
ノ
ロ

ウ
イ
ル
ス
対
策
を
理
解
し
、
実
行
で
き
て
い

る
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

◎
寄
生
虫

　

ア
ニ
サ
キ
ス
に
よ
る
食
中
毒
が
五
十
件
、

シ
ュ
ー
ド
テ
ラ
ノ
バ
に
よ
る
も
の
が
一
件
、

発
生
し
ま
し
た
。　

　

ア
ニ
サ
キ
ス
に
よ
る
食
中
毒
は
、
九
月
以

外
の
す
べ
て
の
月
で
発
生
し
ま
し
た
。（
図

３
）
喫
食
食
品
は
、
サ
バ
、
カ
ツ
オ
、
イ
ワ

シ
、
イ
カ
、
ア
ジ
、
サ
ン
マ
な
ど
の
刺
身
や

す
し
の
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

令
和
元
年
は
平
成
三
十
年
の
よ
う
に
、
カ

ツ
オ
に
よ
る
事
例
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

ア
ニ
サ
キ
ス
は
、
二
か
ら
三
セ
ン
チ
の
細

長
い
線
虫
で
、
サ
バ
、
サ
ケ
、
サ
ン
マ
、
ス

ル
メ
イ
カ
、
ニ
シ
ン
、
イ
ワ
シ
、
ア
ジ
な
ど

百
五
十
種
類
以
上
の
魚
介
類
に
寄
生
し
て
い

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
魚
介
類
の

内
臓
周
辺
に
多
く
寄
生
し
て
お
り
、
魚
体
を

放
置
す
る
と
内
臓
近
く
の
筋
肉
に
移
行
し
や

す
く
な
り
ま
す
。

　

ア
ニ
サ
キ
ス
に
よ
る
食
中
毒
を
防
止
す
る

た
め
に
、
①
内
臓
を
速
や
か
に
取
り
除
き
、

冷
蔵
庫
で
保
管
す
る
、
②
内
臓
に
近
い
部
分

に
ア
ニ
サ
キ
ス
が
い
な
い
か
確
認
し
、
腹
側

の
筋
肉
は
大
き
く
取
り
除
い
て
調
理
す
る
、

③
中
心
部
ま
で
マ
イ
ナ
ス
二
十
度
、
二
十
四

時
間
以
上
凍
結
す
る
、
な
ど
の
注
意
が
必
要

で
す
。

　

シ
ュ
ー
ド
テ
ラ
ノ
バ
は
、
ア
ニ
サ
キ
ス
よ

り
や
や
大
き
く
、褐
色
を
帯
び
た
線
虫
で
す
。

予
防
法
や
分
布
な
ど
は
、
ア
ニ
サ
キ
ス
と
ほ

ぼ
同
様
で
す
が
、
国
内
で
は
、
北
海
道
に
事

例
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

◎
化
学
物
質

　

ヒ
ス
タ
ミ
ン
に
よ
る
も
の
が
一
件
発
生
し

ま
し
た
。

　

ヒ
ス
タ
ミ
ン
は
魚
介
類
の
流
通
、
加
工
、

調
理
過
程
の
取
り
扱
い
や
温
度
管
理
の
不
備

等
が
原
因
で
ヒ
ス
タ
ミ
ン
産
生
菌
が
増
殖

し
、
そ
の
作
用
に
よ
り
筋
肉
中
に
含
ま
れ
る

ア
ミ
ノ
酸
で
あ
る
ヒ
ス
チ
ジ
ン
が
変
化
し
て

生
じ
る
化
学
物
質
で
す
。

　

食
材
の
魚
介
類
は
品
質
が
良
く
、
温
度
管

理
が
し
っ
か
り
さ
れ
て
い
る
も
の
を
使
用

し
、
低
温
管
理
の
上
、
短
時
間
で
調
理
提
供

し
ま
し
ょ
う
。

　図 2　令和元年都内月別食中毒発生状況

　図 1　過去 5 年間の都内食中毒発生状況

　図 3　主な病因物質の月別食中毒発生状況

　図 4　令和元年施設別食中毒発生状況

表１　平成30年及び令和元年の病因物質別食中毒発生状況の比較
病因物質 令和元年 平成30年 増減

ウイルス

ノロウイルス 14 28 ▲ 14

サポウイルス 0 1 ▲1

A群ロタウイルス 0 1 ▲1

細菌

カンピロバクター 36 41 ▲ 5

腸管出血性大腸菌 5 6 ▲1

腸炎ビブリオ 0 13 ▲ 13

ウエルシュ菌 3 4 ▲1

サルモネラ 2 2 0

黄色ブドウ球菌 1 1 0

腸管出血性大腸菌及びカンピロバクター 1 1 0

サルモネラ及びカンピロバクター 1 1 0

セレウス菌 1 0 １

寄生虫

アニサキス 50 77 ▲ 27

シュードテラノーバ 1 1 0

クドア・セプテンプンクタータ 0 1 ▲1

化学物質
ヒスタミン 1 1 0

塩素 0 2 ▲2

動物性自然毒 0 1 ▲1

不　　　明 3 3 0

合　　　計 119 185 ▲ 66


